
　委託担当

　課名　鶴見区地域振興課 担当者名　小島　健太郎

　係名　区民活動支援係 電話　045-510-1691

1

2

3 □ 期間

■ 期限 令和７年２月28日まで

4 ■ 確定契約 □ 概算契約

5 □ する （ □ 分割払い（　回） □ 一括払い ）

■ しない

6

7 ■ 不要

□ 要 （ 　 月　 日　 時 　分　場所 ）

8

9 □ する （ 　 回以内 ）

■ しない

消費税及び地方消費税相当額

委 託 代 金 額

内 訳 業 務 価 格

　令和６年度　一般会計　歳出　第３款　２項　３目　委託料/工事一式委託料/維持補修工事一式委託料　

受 付
番 号

種目番号

連絡先

－

横浜市駒岡地区センター（横浜市鶴見区駒岡4-28-5）

横浜市駒岡地区センター体育室バスケットゴール１対の更新修繕

業務。

部 分 払

又 は 期 限

契 約 区 分

前 金 払 い

そ の 他 特 約 事 項

現 場 説 明

委 託 概 要

設　　計　　書

委 託 名 駒岡地区センター体育室バスケットゴール更新修繕業務委託

履 行 場 所

履 行 期 間 令 和 年 月 日 か ら 令 和 年 月 日 ま で



内　訳　書

名　　称 形状・寸法等 数量 単位
単　価
（円）

金　額
（円）

摘　要

1 式

チャーター便送料 1 式

固定式バスケット装置
セノ―株式会社製
上下調整付F板 1 対

既存バスケット装
置の処分を含め

る。
1 式

合　　計

　　　小　　計

　　　上記のうち消費税額（10％）

【バスケットゴール更新修
繕】

撤去処分費

取付諸経費
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駒岡地区センター体育室バスケットゴール更新修繕業務委託仕様書 

 

１ 委託名 

駒岡地区センター体育室バスケットゴール更新修繕業務委託 

 

２ 履行場所 

(1) 施設名：横浜市駒岡地区センター 

(2) 所在地：横浜市鶴見区駒岡4-28-5 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和７年２月28日（金）までとする。 

 

４ 契約区分 

確定契約とする。 

 

５ 委託業務内容  

(1) 既存バスケット装置の撤去、処分 

 (2) 新規固定式バスケット装置の設置 

  (3) その他廃材処分・清掃等 

 

６ 新規固定式バスケット装置について 

(1) 新規固定式バスケット装置は、セノ―株式会社製とすること。 

 (2) 上下調整付であること。 

(3) 設置場所は、別添平面図及び写真帳を参照すること。 

 

７ 完了報告書の提出  

作業終了後、更新修繕を適切に行ったことを証する写真（履行前、履行後）及び完了

報告書を速やかに提出すること。 

 

８ 事故防止他  

(1) 受託者は、業務の履行にあたって公衆の生命、身体及び財産に関する危害、 

迷惑を防止するため、必要な措置を取ること。  

(2) 業務の履行時に事故等が発生したときは、応急措置等の措置を講じるととも

に、事故発生の原因及び経過並びに事故による被害の内容等について、遅滞なく

委託者に報告すること。  

(3) 作業により発生した廃材等の処分を行う場合は、関係法令に従い、安全な場所

で適切に廃棄処理手続きをすること。 
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(4) 作業中、既存施設に被害を与えた場合には、受託者の責任において速やかに 

復旧すること。 

 

９ その他 

(1) 委託業務の履行にあたっては、委託契約約款を適用し、関係規定を遵守すること。 

(2) 事前に委託者及び施設館長と工程やスケジュール等に関して打合せ、確認を行う 

こと。 

(3) 作業に伴う騒音、振動、粉塵、臭気の発生等は、各規制基準を超えぬよう対応策

を講じるとともに、諸官庁へ必要な手続きがある場合は、遅滞なく行うこと。 

(4) 作業実施時の利用者への案内や看板の設置（通行経路等）は、必要に応じて受託

者が行うこと。 

(5) 作業場所は必要に応じて区画を行い、作業は作業区画内で行うこと。 

(6) 業務遂行上に知り得た情報及び成果等について、委託者の承認を受けずに、これ

を使用、第三者への提供または公表してはならない。 

(7) この仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた場合の解釈については、委託

者と協議の上、指示に従うこと。 



横浜市駒岡地区センター体育室平面図

※下記、四角囲みのバスケット装置が更新修繕の対象です。



NO.1

平面図左側
バスケット装置正面

対応 既存バスケット装置

を撤去・処分のうえ、

　 新規固定式バスケット

装置を設置。

平面図左側
バスケット装置横

対応 既存バスケット装置

を撤去・処分のうえ、

　 新規固定式バスケット

装置を設置。

平面図左側
バスケット装置裏面

対応 既存バスケット装置

を撤去・処分のうえ、

　 新規固定式バスケット

装置を設置。

部位

写　真　帳

写真番号 ①

部位

写真番号 ②
部位

写真番号 ③



NO.2

平面図右側
バスケット装置正面

対応 既存バスケット装置
を撤去・処分のうえ、
新規固定式バスケット
装置を設置。

平面図右側
バスケット装置横

対応 既存バスケット装置

を撤去・処分のうえ、

新規固定式バスケット

装置を設置。

写　真　帳

部位

④
部位
写真番号

写真番号 ⑤
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